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平成 26 年 5 月 2 日 

 

 

 

 

 

 

役員処分について 

 

当社は、今回の事態の重要性を厳粛に受け止め、経営責任を明確にするため、電気用品安全法が施行さ

れた平成 13 年 4 月 1 日以降の委嘱・担当業務・同従事期間等を含め、今回の事態への関与および責任の度

合いを総合的に勘案し、以下のとおり役員の処分を行うこととします。 

 

記 

１． 取締役の報酬減額 

役職および氏名 減額内容 
対象期間中の主な委嘱 

および担当業務等 

代表取締役社長 

疋田直太郎 
月額報酬の 30％×6 ヶ月

代表取締役副社長 

（第 2営業統轄） 

常務取締役上席執行役員 

西村義之 
同 10％×6ヶ月 

専務取締役上席執行役員 

（開発担当） 

取締役上席執行役員 

品川良一 
同 30％×6ヶ月 

代表取締役副社長 

（総合企画担当） 

取締役上席執行役員 

寺田光廣 
同 10％×6ヶ月 

常務取締役上席執行役員 

（人事・総務担当） 

取締役上席執行役員 

田上計美 
同 10％×6ヶ月 

取締役上席執行役員 

HC 事業部長 

取締役上席執行役員 

田中美博 
同 10％×6ヶ月 

執行役員 

HS 事業部長 

取締役上席執行役員 

宮永俊一郎 
同 10％×6ヶ月 

執行役員 

経営企画部長兼 IR 広報室長 

取締役上席執行役員 

榊枝守 
同 10％×6ヶ月 

執行役員 

商品企画部長 

取締役上席執行役員 

竹内栄吾 
同 10％×6ヶ月 

執行役員 

PRO 事業部長 

取締役相談役 

疋田耕造 
同 50％×6ヶ月 

代表取締役社長 

（第 1営業統轄） 

西村義之氏、品川良一氏、寺田光廣氏、疋田耕造氏につきましては、第 37 期定時株主総会をもって退

任する予定になっておりますので、報酬減額期間は退任時をもって終了します。 

第 38 期末における役付役員に対する役員賞与は、全額返上することといたします。 

会 社 名 コ ー ナ ン 商 事 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  疋 田  直 太 郎 

 （コード番号 7516 東証第 1 部） 

問合せ先 取締役上席執行役員    宮永 俊一郎

 （TEL． 072 － 274 － 1622） 
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２． 監査役の報酬減額 

役職および氏名 減額内容 
対象期間中の主な委嘱 

および担当業務等 

常勤監査役  

伊崎弘昭 
月額報酬の 50％×6 ヶ月

常務取締役上席執行役員 

商品部長 

常勤監査役 

小坂文則 
同 50％×6ヶ月 

常務取締役上席執行役員 

海外商品部長 

監査役 

窪山剛泰 
同 10％×6ヶ月 監査役 

監査役 

吉塚健 
同 10％×6ヶ月 監査役 

監査役 

奥田純司 
同 10％×6ヶ月 監査役 

監査役からは、報酬の一部返上の申し出があったものです。 

伊崎弘昭氏は、第 37 期定時株主総会をもって退任する予定になっておりますので、報酬減額期間は

退任時をもって終了します。 

 

以上 


